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１．問題の所在 

（１）はじめに 

障害者の権利に関する条約（以下、権利条約）の批准に向

けた法整備の一環として、2016 年に施行された障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（以下、解消法）にお

いて、行政機関や地方公共団体は障害を理由とした不当な

差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務とな

った。また、2021 年には解消法が改正され、民間事業者に

も差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務となっ

た。解消法 6 条の規定に基づき定めることとされている基

本方針（以下、基本方針）では、合理的配慮を「障害者から

現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が

あった場合、障害者の権利利益を侵害することとならない

よう、社会的障壁の除去を実施すること」としている。また、

意思の表明がない場合であっても適切と思われる配慮を提

案するなど、自主的な取組に努めることが望ましいともさ

れている。 

教育の分野では文部科学省・中教審報告（2012)が合理的

配慮を「障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受

ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の設

置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと（中

略）学校の設置者及び学校に対して（中略）過度の負担を課

さないもの」と定義しており、合理的配慮は担任の裁量では

なく、学校として提供するべきものとしている。また、合理

的配慮の基礎となる環境整備の必要性についても述べられ

ており、それを「基礎的環境整備」として示している。それ

ぞれの学校における基礎的環境整備の状況により、個々に

提供される合理的配慮は異なる。合理的配慮の充実を図る

うえでは基礎的環境整備の充実は欠かせないことである。 

勤務校である知的障害特別支援学校では、知的障害のあ

る児童生徒の学習上の特性から「教材・教具や補助具等を含

めた学習環境の設定、児童生徒への関わり方・一貫性・継続

性の確保、児童生徒に対する周囲の理解などの環境的条件

を整える」（埼玉県,2020）などのことを念頭に置き、児童

生徒の実態に即した指導を行なってきているが、その指導

と合理的配慮の概念が混同してしまうことで合理的配慮の

概念が正しく理解されていないと筆者は考えた。 

基本方針では、合理的配慮の基本的な考え方として「障害

者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会

における様々な障壁と相対することによって生じる、いわ

ゆる社会モデルの考え方をふまえたもの」とされている。こ

のことについて、西村・久田（2018）は「困難を生み出す環

境を改善するのは社会の義務、責任」、「社会モデルの問題

の対処は社会的障壁の除去に向けられた周囲の環境」と述

べている。教育では、学校生活を送る上でその子どもにとっ

て支障となる外的な要因（物理的環境、意思疎通、慣行等）

を除去することに焦点を当てて、個々の合理的配慮を考え

る必要があるのではないかと筆者は考えた。 

（２）勤務校における現状と課題 

中教審報告(2012)が示しているように合理的配慮は学校

として提供するものであるため、本人・保護者から意思の表

明があった場合に、本人・保護者と合意形成に至るまでの過

程は、学校として明確に位置付ける必要がある。また、それ

を教員が正しく理解し、合理的配慮の内容で検討の必要が

ある場合には迅速に校内で対応する必要があると考える

が、勤務校ではそのような過程が明確に示されていない。 

解消法施行に伴い、埼玉県では個別の教育支援計画に「合

理的配慮の実施内容」という記入欄が加わった。中教審報告

(2012)は合理的配慮の決定方法について「一人一人の障害

の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるもの」として

おり、児童生徒の適切と思われる配慮を教員が把握するた

めには、個別の教育支援計画、個別の指導計画（以下、両計

画）を活用し、本人の実態と特別な教育的ニーズを把握する

必要がある。ただ、勤務校では両計画の作成に関する十分な

説明、児童生徒の実態を把握する観点の共有はなく、担任裁

量で作成されている現状にある。勤務校では2020年度より、

校内の教育計画（主に学校教育目標の検討、各教科等の年間

指導計画、両計画作成に関すること）を担う組織である教育

課程検討委員会にて両計画の作成に関する課題が挙がり、

作成・活用に関する話し合いが持たれていることから、学校

としても両計画の作成を課題として捉えている。このよう

に勤務校では、合理的配慮の提供に向けた本人・保護者と合

意形成に至るまでの過程に多くの課題があり、それを解決

するためには合理的配慮の提供に向けた校内の仕組みの構

築が必要であると考えた。 

２．研究の目的 

本研究では、学校として合理的配慮を提供できるように、

合理的配慮の提供に向けた校内の仕組みを構築することを

目的とした。なお、本研究における「校内の仕組み」とは、

両計画の作成マニュアル（以下、作成マニュアル）、校内に

おける合理的配慮の提供指針（以下、提供指針）、合理的配

慮の事例を蓄積するデータベース（以下、データベース）の



 

ことである。この校内の仕組みを整えることで担任が児童

生徒の実態を的確に把握し、適切と思われる配慮が考えら

れ、本人・保護者との合意形成の過程において「学校として

提供する」ことを明確に示せるのではないかと考えた。 

３．研究Ⅱ 

（１）目的 

2020年度で作成した校内の仕組みの 3つの試案（忍田，

2021）を2021年度、実際に勤務校で使用し、教育課程検討

委員会にて内容を改善していくことを目的とした。 

（２）作成マニュアルの試案の改善 

１）目的 

 2021 年度当初に勤務校の教員に配布した試案の作成マニ

ュアルについて、各教員がどのように使用したのか、使用し

た際の課題について調べ、作成マニュアルを改善すること

を目的とした。 

２）試案の作成マニュアルの概要 

2020 年度に行った勤務校教員への質問紙調査・インタビ

ュー調査の結果から明らかになった勤務校の両計画の作成

に関する課題を踏まえ、埼玉県内の特別支援学校から提供

された両計画の作成マニュアルを参考にした。表 1 に示す

ように主に 6 つの内容で構成される勤務校用の作成マニュ

アルの試案(忍田,2021)を作成した。 

 

表1.両計画の作成マニュアル（試案）の構成内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）方法 

 「個別の教育支援計画・指導計画、作成マニュアルの試案

に関する調査」という題目で無記名式の質問紙調査を勤務

校の小学部、中学部、高等部の学級担任114名を対象に2021

年 9月〜10月に実施した。職員朝会にて協力依頼を行い、

机上に配布、回収箱を設置して提出期限後に回収した。質問

紙は9項目で、基本情報として2021年9月現在での特別支

援学校教員経験年数（以下、教員経験年数）、年度当初に配

布した作成マニュアル（試案）の使用・改善点に関するもの

等であった。両計画作成時に参考になった内容を1位〜3位

で記入する問いでは、作成マニュアル（試案）の主な構成は

6 つであるが、内容に重複がみられる「③合理的配慮の概

要」、「⑥合理的配慮の参考例」の2つは「③合理的配慮の

概要と参考例」の1つにまとめて扱った。また、同質問紙調

査と同時にインタビュー調査への協力を募り、任意記名式

の質問紙調査でインタビュー調査の協力欄に記名があった

教員に対して、作成マニュアル（試案）を使用して参考にな

った点や使用しなかった教員に対しては、両計画の概要を

どの程度理解しているのかを詳しく聞くこととした。 

４）結果 

 質問紙調査の回答者は 79名で回収率は69%であった。そ

のうち協力を得られた7名（教員経験年数、1年未満：1人、

2〜5年目：3人、10年目以上：3人）に個別インタビューを

実施した。 

【質問紙調査】 

 回答者のうち、年度当初に配布した作成マニュアル（試

案）を使用した教員が49名（62%）、使用しなかった教員が

30名（38%）であった。教員経験年数別の作成マニュアル（試

案）の使用率（図1）からは、教員経験年数の少ない教員の

使用率が高く、教員経験年数が増えるにつれて使用率は下

がることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.教員経験年数ごとの作成マニュアルの使用率 

 

使用しなかった理由を問う項目では43%の教員が「読まな

くても作れると思った」と回答し、その回答者は全て教員経

験年数 10 年目以上の教員であった。教員経験年数 10 年目

以上の教員は学年や学級において、中心的な立場で指導助

言をすることも多いことから、児童生徒の実態をどのよう

に捉えて両計画を作成しているのか、また、経験の少ない教

員に作成に関してどのように助言をしているのか等につい

て、インタビューで詳しく聞く必要があると考えられた。 

教員経験年数によって、両計画の作成において参考にし

た内容には違いがあることが予想された。そこで、1位に挙

げた内容を教員経験年数の割合（図2）で比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.内容ごとの1位に挙げた教員の経験年数の割合 

 

① 作成手順 
②「特別な教育的ニーズ・指導方針」の捉え方 
③ 合理的配慮の概要 
④ 指導に結びつく実態の観点 
⑤ 記入に関わる用語について 
⑥ 合理的配慮の参考例 

0% 50% 100%

⑤記入にかかわる用語について

④指導に結びつく実態の観点

③合理的配慮の概要と参考例

②ニーズ・指導方針の捉え方

①作成手順

1年未満 2〜5年目 6〜9年目 10年目〜



 

以下に、内容ごとに 1 位に挙げた教員経験年数の割合に

ついて述べる。 

「①作成手順」、「⑤記入にかかわる用語について」の内

容は、4つにカテゴリー全ての教員が1位に挙げており、特

に教員経験年数6〜9年目の教員が高い割合で1位に挙げて

いる傾向にあった。「②特別な教育的ニーズ・指導方針の捉

え方」の内容は、1年未満の教員は1位に挙げておらず、教

員経験年数10年目以上の教員がこの内容を1位に挙げてい

る割合が高かった。「③合理的配慮の概要と参考例」の内容

は、教員経験年数10年目以上の教員が1位に挙げる割合が

高く見られ、教員経験年数が少なくなるにつれて、1位に挙

げる割合が低い傾向にあった。「④指導に結びつく実態の観

点」の内容は、教員経験年数2〜5年目の教員が1位に挙げ

る割合が高く、教員経験年数 1年未満、6〜9年目の教員は

この内容を1位に挙げていなかった。 

【インタビュー調査】 

 7人のインタビュー調査において、作成マニュアル（試案）

を使用した教員6人（教員経験年数1年未満：1人、2〜5年

目：3人、10年目以上：2人）には「作成マニュアル（試案）

の内容のうち、一番参考になった内容とその理由」、「改善

したほうがいい内容とその理由」を問うた。作成マニュアル

（試案）を使用しなかった教員1人(教員経験年数 10 年目

以上）には、「作成マニュアルを使用しなかった理由」、「自

身の両計画の作成手順、特別な教育的ニーズと指導方針の

捉え方、合理的配慮の合意形成をどのように保護者と進め

ているのか」を問うた。以下に質問内容の回答を教員経験年

数ごとに述べる。 

（一番参考になった内容とその理由） 

教員経験年数1年未満の教員は、「①作成手順」を挙げて

おり、その理由は、「埼玉県では両計画を教育支援プランA

（支援計画）、教育支援プランB（指導計画）という名称で

呼んでいるため、Aの上部から順番に埋めていくものだと思

った」とのことであった。教員経験年数2〜5年目の教員(3

人)も「①作成手順」を挙げており、その理由は、「両計画

の作成手順を今まで具体的に教えてもらったことがなかっ

た」、また教員経験年数1年未満の教員と同様に、「支援計

画の上部から順番に埋めていくものだと思っていた」との

ことであった。教員経験年数 10年目以上の教員（2人）は

「③合理的配慮の概要と記入例」を挙げていた。その理由

は、「合理的配慮の記入の仕方が今まで曖昧だった」、「児

童生徒の特性と併せて、学習の妨げになっている要因を見

つけるということを初めて知った」とのことであった。 

（改善したほうがいい内容とその理由） 

教員経験年数1年未満の教員、教員経験年数2〜5年目(1

人)の教員は「指導計画の作成において、各教科等の目標の

書き方についての説明を詳しく載せてほしい」とのことで

あった。教員経験年数10年目以上の教員は「合理的配慮の

概要はわかったが、保護者と合意形成に至るまでの具体的

な例や合理的配慮を考える具体的なポイントがあるとより

わかりやすい」とのことであった。 

教員経験年数 1 年未満の教員（1人）教員経験年数 2〜5

年目(3人)の教員は「③合理的配慮の概要と参考例」を1〜

3位に挙げていなかったため、参考にならなかった理由を問

うた。教員経験年数1年未満の教員は、「両計画を作成する

ことが初めてだったので、合理的配慮の内容を理解するま

での余裕がなかった」とのことであった。教員経験年数2〜

5年目の教員は、「担任する児童生徒の実態把握、特別な教

育的ニーズや指導方針を決めるまでに多くの時間を費やし

たため、合理的配慮の概要を理解するまでに十分な時間が

なかった。そのため、合理的配慮の内容については昨年度の

記載のまま保護者に提示した」とのことであった。 

（作成マニュアルを使用しなかった理由） 

教員経験年数 10年目以上の教員（1人）にその理由を問

うと、「読まなくても作れるので読まなかった」とのことで

あった。作成マニュアル（試案）の構成の順に、「①両計画

をどのような手順で書き進めているのか」、「②特別な教育

的ニーズと指導方針を若手教員にどのように伝えているの

か」、「③合理的配慮はどのようにして保護者と合意形成し

ているのか」等、より詳しく聞くこととした。「①作成手順」

については、マニュアルに記載した手順通りに作成してい

ることがわかった。「②特別な教育的ニーズと指導方針の捉

え方」、「③合理的配慮の概要」については、明確な回答は

得られず、本人も「自分の感覚で作成していたり、若手教員

に具体的なアドバイスができていなかったりしていた部分

があった」とのことであった。 

５）質問紙調査・インタビュー調査の考察 

 質問紙調査の結果から、各カテゴリーの教員が実態把握

の際に、必要な内容を調べるために作成マニュアル（試案）

を使っている傾向が見て取れた。教員経験年数10年目以上

の教員は、支援計画の「合理的配慮の実施内容」に目を向け

る教員が多いことが見て取れた。38%の教員は作成マニュア

ルを使用しておらず、「読まなくても作れる」との回答があ

りながらも、インタビュー調査の結果からは、両計画の記入

欄の捉え方が曖昧であったり、感覚的に作成していたりす

る点は問題であると考えた。そのため、作成マニュアルを必

ず見る機会を設け、理解が不十分だった両計画の情報や勤

務校の記載のルール等を、自ら確認できるような工夫をす

る必要があると考えた。また、合理的配慮の内容がよりわか

りやすく伝わるよう、作成マニュアル（試案）の「③合理的

配慮の概要」の内容を再考する必要があると考えた。 

６）作成マニュアル（試案）に追加・改善するページの作成 

【チェックリストのページ作成】 

 質問紙調査の結果から、教員経験年数が増えるにつれて、

作成マニュアル（試案）の使用率が下がる傾向にあったこと

から、作成マニュアル（試案）を必ず見る機会を設ける工夫

として、作成マニュアルの冒頭に両計画に関するチェック

リストのページを設けることとした。チェックリストは、質

問紙調査、インタビュー調査で作成マニュアル（試案）の6

つの構成のうち「一番参考になった内容とその理由」として

多く挙げられた回答から教育課程検討委員会で精選した。



 

そして、表2に示すような、10個のチェックリストを記載

したページを作成した。埼玉県では両計画を教育支援プラ

ンA（支援計画）、教育支援プランB（指導計画）としてい

る。そのため、表題は「教育支援プラン」という用語を用い

た。チェック項目は短く簡潔に記述し、勤務校の教員が抵抗

なく目を通すことができるように工夫した。 

 

表2.作成マニュアル（試案）の中に入れたチェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に、これらの10項目を選んだ理由を述べる。作成当

初は10個以上のチェック項目があった。また、県内の特別

支援学校に赴任した際にも参考になる項目と勤務校独自の

ルールを知らせるチェック項目が混在していた。そのため、

それらを整理するため、2 つの構成で考えることとした。1

つが両計画の作成に関して教育課程検討委員会として抑え

ておくべき内容と考えた 5 つの項目を設定し、No.1〜No.5

を二者択一で項目を作成した。両計画に関する認識が曖昧

であったり、間違っていたりした項目があった場合、その項

目を教員自身で調べるきっかけが必要と考え設定した。 

No.1（作成手順）を作成した理由は、教員経験年数1年未

満の教員がインタビュー調査にて、両計画作成時に支援計

画の上部から順番に埋めていることがわかり、正しい作成

手順を理解してもらう必要があると考えたためである。

No2.（支援計画に記載する目標の評価時期）を作成した理由

は、昨年度の教育課程検討委員会で、議題に挙がった内容の

ため、全体に周知する必要があると考えたためである。No.3

（合理的配慮の概要）を作成した理由は、質問紙調査にて教

員経験年数10年以上の教員が「③合理的配慮の概要と参考

例」を参考にしている割合が高かった。よりわかりやすい内

容への改善を求める声もインタビュー調査で挙がり、教育

課程検討委員会にて内容を改善した。そのため、その内容に

目を通してもらう必要があると考えたからである。No.4（指

導に結びつく実態の観点）を作成した理由は、質問紙調査の

結果において、教員経験年数2〜5年目の教員が「④指導に

結びつく実態の観点」を一番参考にした割合が高かったか

らである。No5.（評価の規準）は、インタビュー調査をした

6人からは「指導計画の具体的な目標の書き方がマニュアル

ではわからなかった」との回答があったことを受けて設定

した。マニュアル内にある「参考資料」にて作成手順に沿っ

て記入例を新たに設けたためである。 

No.6〜No.10に関しては、両計画の作成に関する情報提供

や昨年度の教育課程検討委員会で定めた作成に関するルー

ルを解説する形で作成した。No6.〜No8.（勤務校における両

計画の作成ルール）を作成した理由は、昨年度の教育課程検

討委員会で定めた両計画の作成におけるルールをより周知

する必要があると考えたからである。特に No.6（専門職の

呼称）は、インタビュー調査の際にその文言を確認したとこ

ろ、専門職（PT,ST,OT）の略称と名称が一致した教員が7人

中3人だったことから、周知を促す必要があると考えた。 

【合理的配慮の概要ページの改善】 

作成マニュアル（試案）の6 つの構成の1 つである「③

合理的配慮の概要」の内容は、解消法や中教審で述べられて

いる内容からの抜粋と具体的な事例を紹介するものであっ

た。しかし、インタビュー調査の結果から、勤務校の教員が

児童生徒の適切と思われる配慮を考える際に、どのような

視点で考えればいいのか具体的ではなかったため、改良が

必要だと考えた。そのことから、解消法で述べられている合

理的配慮の考え方（主体者からの意思の表明、社会的障壁の

除去、提供者側の過重な負担にならない範囲、意思の表明が

なくても障壁の除去が明白である場合は必要な配慮を主体

的に提案することが望ましいこと）、また、中教審報告

(2012)が述べている「合理的配慮は学校として提供するも

の」、これらについて追記することとした。まとめ方は合理

的配慮の理解が不十分で、支援計画の作成に悩む初任者の

教員が、管理職の教員に合理的配慮の概要について質問を

して、管理職の教員が6つのポイント(表3)で回答をしてい

く会話形式で説明する方法を採用した。 

 

表3.合理的配慮を考える際のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)本人・保護者の意思の表明 
(ⅱ)意思の表明がなかった場合、教員からの提案 
(ⅲ)社会的障壁の説明 
(ⅳ)合理的配慮は学校として提供するもの 
(ⅴ)過重な負担にならない範囲での合理的配慮 
(ⅵ)校外活動での合理的配慮 



 

6つのポイントを取り上げたのは以下の理由による。（ⅰ）

の意思の表明を取り上げたのは、本人・保護者からの意思の

表明は、合理的配慮の合意形成を行う出発点であるからで

ある。教育課程検討委員会の会議で権利条約の成り立ちを

調べ、情報共有をした。権利条約は国連総会で採択に至るま

でには、内閣府(2014)では、「起草に関する交渉は、政府の

みで行うことが通例であるが、この条約の起草会合は（中

略）障害者団体も同席して発言の機会が設けられた」と述べ

られている。権利条約はその成り立ちから障害者が自身に

関わる問題に主体的に関与する考え方が反映されているた

め、本人の意思の表明が尊重されることを勤務校の教員に

周知していく必要がある。 

（ⅱ）の教員からの提案を取り上げたのは、基本方針にお

いて、意思の表明がない場合は、「適切と思われる配慮を提

案することが望ましい」とされており、そのような手順があ

ること周知する必要があると考えたからである。教育課程

検討委員会では、本人・保護者も合理的配慮の認識が不十分

であるとの意見も出された。教員は、本人・保護者がどのよ

うな配慮を求めているのか、日々のやりとりから、本人・保

護者の思いを探り、適切と思われる配慮を考えていく必要

がある。 

 (ⅲ)の社会的障壁を取り上げたのは、「社会的障壁」とは、

学校ではどのような場面に当たるのか、わかりやすく説明

する必要があると考えたからである。まず、社会的障壁とい

う言葉を、勤務校の教員が抵抗なく考えられるように、「本

人の学習に妨げになっている要因」と置き換えた。そして、

障害の社会モデルの考え方を学校の設備面、授業の在り方

で例示して、勤務校の教員が児童生徒の適切と思われる配

慮をイメージしやすいようにした。 

(ⅳ)の学校として提供するもの、(ⅴ)過重な負担になら

ない範囲を取り上げたのは、合理的配慮は学校として提供

するものという認識を広めていく必要があると考えたから

である。中教審報告(2012)では、合理的配慮は学校として提

供するものと示しており、過重な負担の判断にあたって西

村(2014)は、「安易に拒むことなく学校長や学校長を通して

設置者に相談し的確な判断を仰ぐこと」と述べている。教育

課程検討委員会では、勤務校の教員は、合意形成の過程を

「担任が考えた適切と思われる配慮を面談時に保護者に伝

えること」、「保護者からの申し出を担任で判断して合意形

成をすること」という認識でいると考えた。 

(ⅵ)の校外活動での合理的配慮を取り上げたのは、「本人

の学習の妨げになっている要因」が校内に限らないことを

伝えていく必要があると考えたからである。基本方針で示

されている合理的配慮の基本的な考え方について、西村・久

田(2018)は、「合理的配慮は障害者の一般社会への参加を確

保する方策」としており、特別支援学校における合理的配慮

の決定までのプロセスの例として、進路支援や交流及び共

同学習の場を挙げている。中教審報告（2012)でも合理的配

慮を「障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受け

る権利を享有・行使することを確保するために（省略）」と

障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ場でのこ

とを指している。そのため、考えられる場面として3つ（交

流及び共同学習、高等部の産業現場等における実習、校外行

事）挙げることとした。交流及び共同学習では相手校、高等

部の産業現場等における実習では実習先、校外行事では、現

地に出向く施設等との合意形成が考えられる。 

７）考察 

 質問紙調査から作成マニュアル（試案）の使用には、教員

経験年数ごとに特徴が見られた。インタビュー調査からは、

作成マニュアル（試案）を使った教員については、両計画の

作成の一助になっていたことがわかった。 

作成マニュアル（試案）の冒頭のページに10個のチェッ

クリストを加えたことで、経験年数を重ねた教員でも、今一

度、両計画の概要や自身の認識を確認できるものとなった

と考える。合理的配慮の概要ページの改善では、児童生徒の

適切と思われる配慮の考え方、合意形成の進め方など、考え

る視点ごとに解説を加えた。試案では勤務校に特化せず、一

般的な表現での概要説明等を示していたため、今回の改良

を通じて試案のものより合理的配慮を考える視点は持ちや

すくなったのではないかと考える。作成マニュアル（試案）

は、児童生徒の適切と思われる配慮を考えるまでの過程、合

意形成の過程に焦点が当たっている。そのための指導計画

の「指導計画の教科・領域の目標・手立ての記載方法、評価

の仕方」等については、今後、改善の必要がある。 

（３）合理的配慮の提供指針(試案)の改善 

１）目的 

 中教審報告(2012)では、合理的配慮は「学校の設置者及

び、学校は個々の障害のある子どもに対し、合理的配慮を提

供する」と述べている。担任裁量ではなく、学校として合理

的配慮を実施していくために、提供指針（試案）の内容を検

討し改善していくことを目的とした。 

 勤務校では、特に、相談体制の整備、研修・啓発の推進、

対話による合意形成を整えていく必要があると考え、その

内容を検討し、改善することを目的とした。 

２）試案の提供指針の概要 

 文部科学省(2012、2015、2019)を参考・引用して表4に示

すように、主に 3 つの構成で勤務校用の提供指針(忍

田,2021)を2020年度に作成した。 

 

表4.合理的配慮の提供指針（試案）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 合理的配慮の基本的な考え方 
② 合理的配慮を提供するまでの流れ 
③ 合理的配慮の提供に関する本校の留意事項(6つ) 
(ア) 相談体制の整備 
(イ) 研修・啓発の推進 

(ウ) 対話による合意形成 

(エ) 支援プランへの明記 

(オ) 学校として意識すること 

(カ) 柔軟な見直し 
 
 



 

①は、中教審報告(2012)で示されている合理的配慮の定

義を転記した。そして、その定義で述べられている「学校と

して合理的配慮を提供すること」を詳しく解説した。②は、

文部科学省(2019)の「各学校における合理的配慮の提供プ

ロセス」を参考にして、勤務校の合理的配慮の提供までの流

れを作成した。主に、合理的配慮に関する相談窓口の設定、

保護者に合理的配慮に関する情報提供を行う機会、担任以

外の教員が支援計画の確認をする機会を設ける必要がある

と考え、それらを追記した内容である。③は、文部科学省

（2015）で述べられているものを参考にして、勤務校で周知

すべきものを6つに定めて作成したものである。 

３）方法 

教育課程検討委員会にて、提供指針（試案）の（ア）相談

体制の整備、(イ)研修・啓発の推進、ウ）対話による合意形

成の解説で述べられていることを具体化するために、人選

や研修日程の調整等を行うこととした。そして具体化され

た内容を提供指針（試案）に追記することとした。 

（ア）相談体制の整備では、担任以外の教員を相談窓口とし

て新たに設けるように、その人選を検討し、依頼することと

した。(イ)研修・啓発の推進は、合理的配慮の内容に関する

職員研修について、勤務校は未実施のため、研修時期の検討

を行うこととした。保護者への啓発では、合理的配慮の概要

を説明する機会を新たに設けることとして、その実施時期

を検討した。また、その説明時に、プリントを配布すること

にして、そのプリントの記載内容を検討した。（ウ）対話に

よる合意形成では、担任裁量で両計画が作成され、保護者と

合意形成する流れを改めるため、両計画作成の年間スケジ

ュールを再考した。年度当初の両計画作成時期に担任以外

の教員が両計画の確認を行うように、その人選と実施時期

を検討することとした。 

４）結果 

（ア）相談体制の整備は、特別支援教育コーディネーター

に依頼を行い、了承を得た。相談の内容がどのようになるの

か、具体的に想定できなかったため、主に「交流及び共同学

習に関する相談」と限定的な内容で次年度は案内をしてい

くこととした。 

（イ）研修・啓発の推進は、職員研修日の日程を教育課程

検討委員会で検討した後、職員会議を経て年度当初に設定

した。主な内容は、次年度から運用をしていく作成マニュア

ルの説明と併せて合理的配慮の概要や学校として合理的配

慮を提供することを説明することとした。保護者への啓発

では、例年、年度当初の全校保護者会にて、両計画の概要説

明を行なっているため、その際に合理的配慮の概要も併せ

て説明することとした。説明の際に配布するプリントの記

載内容の検討では、プリントの構成を、「両計画の説明・支

援計画の合理的配慮の概要・合理的配慮の合意形成に至る

までの過程（本人・保護者からの意思の表明、想定される具

体的な場面の紹介、想定される場面での合理的配慮の例、合

意形成）」とした。 

（ウ）対話による合意形成では、両計画の確認作業を行う

人選を行い、管理職（教頭）に依頼を行い、了承を得た。実

施時期を 6 月とした。両計画の作成スケジュール表を新た

に作成して提供指針（試案）に追加した。スケジュール表に

「6月に管理職が両計画の確認を行うこと」、「教育支援プ

ラン A の合理的配慮の実施内容の確認（学校として合理的

配慮を実施するための確認）」とも付け加えた。 

５）考察 

 検討するべき内容を絞ったことで、その必要性を教育課

程検討委員会に所属する管理職（教頭、主幹教諭）、教員で

共有でき、新たに設定すべきものスムーズに決めることが

できたことは大きな成果だったといえる。課題としては、

（ア）相談体制の整備に関しては、特別支援教育コーディネ

ーターのみの依頼であったが、本来は健康面に関すること

として養護教諭、進路に関することとして進路指導主事へ

の相談も考えられる。今後は担任外の教員への依頼を順次

行っていきながら想定される相談内容についても検討をし

ていく必要がある。（ウ）対話による合意形成で、管理職（教

頭）による両計画の確認作業の時期は、管理職（教頭）の他

の業務との兼ね合いで暫定的な日程となった。本来は年度

当初に実施する個別面談の時期よりも前の時期に設定する

ことが望ましいため、継続的な検討が必要である。 

（４）データベース（試案）のデータ蓄積について 

１）目的 

支援計画の「合理的配慮の実施内容」に記述された内容を

抽出し、試案のデータベースに追加していくことを目的と

した。 

２）合理的配慮の記述内容を蓄積するデータベース（試案）

の概要 

中教審報告(2012)が示す「学校における合理的配慮の観

点」の3観点11項目の事例（主に知的障害、自閉症・情緒

障害、注意欠陥多動性障害の障害種）を参考にして、勤務校

用の試案のデータベース(忍田,2021)を 2020 年度に作成し

た。データベース（試案）の事例数は65件（11項目を1ペ

ージずつに整理）である。 

３）方法 

教育課程検討委員会にて、年度当初に保護者と合意形成

された勤務校の児童生徒 254 人分の支援計画「合理的配慮

の実施内容」の記述内容を調査し、以下の抽出条件に合うも

のを抜き出した。その抽出条件は、作成マニュアル（試案）

に示した合理的配慮の書き方である、「本人の特性」、「活

動を妨げているもの」、「活動を妨げているものを取り除く

ために調整するもの、変更する内容」の3つである。抽出条

件に合う記述内容を抽出し 3 つに整理して、該当のページ

に追加した。 

４）結果 

 抽出事例は14件あり、それをデータベースに追加するこ

ととした。14 件を「学校における合理的配慮の観点」（中

教審報告,2012）で示すと「心理面・健康面の配慮」が5件

(表5)、「幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発

を図るための配慮」が6件（表6）、「災害時等の支援体制



 

の整備」が1件（表7）、「発達、障害の状態及び特性等に

応じた指導ができる施設・設備の配慮」が2件（表8）であ

った。 

 

表5.心理面・健康面の配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6.幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図 

るための配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7.災害時等の支援体制の整備 

 

 

 

 

表8.発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施

設・設備の配慮 

 

 

 

 

 

 

５）考察 

 教育課程検討委員会で支援計画から抽出したものは20件

で、そのうち、データベース（試案）に追加したものは 14

件であった。データベース（試案）に追加しなかった 6 件

は、「本人の特性」の記述内容が児童生徒の状況を示す書き

方であり、児童生徒の特性を読み取ることができなかった

ためである。例えば、「場面によってストレスが溜まる」と

記述のあった事例は、「その児童生徒は、聴覚過敏の特性か

らその場面がストレスとなるのか」、「対人関係に苦手さが

あることから人との関わりが多い場面でストレスが溜まる

のか」など、「活動の妨げになるもの」から読み取らなけれ

ばならず、実態の記載に具体性を欠いていた。また、「本人

の特性」、「活動を妨げているもの」の記述内容から、「調

整するもの、変更する内容」が適切であるかどうか、判断が

難しい事例も見られたため、データベース（試案）への追加

はしなかった。 

勤務校の教員に作成マニュアル（試案）、データベース（試

案）を周知した時期が2021年4月の中旬であり、両計画の

作成期間の最中であったため、データベース（試案）をどの

程度の教員が参考にしたのかはわからなかった。ただ、限ら

れた作成期間の中でも、作成マニュアル（試案）に沿った合

理的配慮の書き方をした事例が20件あったことは一つの成

果と捉えることができる。また、データベース（試案）には、

「災害時等の支援体制の整備」（表7）の事例が示されてい

なかったにも関わらず、感染症対策の配慮事例の記載があ

った。他の事例や作成マニュアル（試案）を参考にして、児

童生徒の学習の妨げになっている要因の視点を持ち、合意

形成された事例と思われる。事例の蓄積のみならず、このよ

うな合意形成に至るまでの過程にも焦点を当て、それを校

内で情報共有していくことは、合理的配慮に関する考え方

を現状よりも広めていく取り組みともなるのではないか考

えた。 

４．総合考察 

（１）3つの仕組みの成果と課題 

作成マニュアル（試案）については、勤務校の教員の実態

から 6 つの構成で中身を作り上げた。合理的配慮とは、実

態把握を行い、特別な教育的ニーズと併せて、その児童生徒

の学習の妨げになっている要因を見つけ出し、それを取り

除いたり調整したりしていくことである。以前から両計画

の作成が担任裁量で行われていた勤務校においては、児童

生徒の合理的配慮を考える前に、まずは的確な実態把握の

一助となるものが必要であった。質問紙調査・インタビュー

調査の実施で、実態把握の仕方や合理的配慮の考え方と併

せて、両計画の記入欄の捉え方が曖昧な教員も多くいるこ

とが明らかになった。それらを解決するために参考となる

ものが勤務校に位置付けられたのではないかと考える。

2022 年度以降、作成マニュアルの使用率や活用への意識が

どの程度高まるのか、継続した調査を実施していく必要が

ある。 

提供指針（試案）については、検討する内容を絞ったため

教育課程検討委員会にて、提供指針（試案）に記されたもの

をスムーズに具体化することができた。、ただ、問題の所在

でも述べた、本人・保護者からの申し出の内容が、「学校全

体で検討が必要なもの」であった場合の迅速な対応方法は

検討ができなかった。 



 

データベース（試案）については、支援計画から抽出した

事例は20件で、「学校における合理的配慮の観点」（中教

審報告,2012）に沿って 3 観点 11項目の内容ごとに整理し

たところ、4 つの項目に事例が集まっていることがわかっ

た。勤務校の教員がデータベース（試案）のどこの項目を参

考にしたのか、その傾向を見ることができた。2020 年度、

2021 年度の 2 年間でデータベースに 79 件の事例を蓄積し

た。西村(2014)は「合理的配慮の観点や障害種別の具体例

は、多くの関係者が合理的配慮とは何かを考え、合理的配慮

の具体内容を理解するのに役立つ」と述べていることから

も、掲載数を今後も継続して増やしていく必要がある。その

一方で、「具体例はあくまでも考える視点であること、具体

例を参考にしつつ個人が必要とする合理的配慮は何かを強

く問うべき」とも述べられていることから、データベースは

あくまでも児童生徒の合理的配慮を考える視点であること

も同時に勤務校の教員に伝えていかなければならない。 

問題の所在で述べた「合理的配慮の提供に向けた合意形

成に至るまでの過程が担任裁量」であった勤務校において

は、作成マニュアル、提供指針の導入で教員への働きかけ、

本人・保護者への理解啓発を通して、学校として提供するた

めの仕組みを整えられたことはひとつの成果だったいえ

る。主に教育課程検討委員会に所属する教員とスムーズな

連携が取れたことも重要であったと考えられる。また、2021

年度の研究で得られたデータと2020年度に得られた研究の

データを比較すると、児童生徒の適切と思われる配慮を考

える際に、「児童生徒の特別な教育的ニーズと併せて、学習

の妨げになっている要因を見つけ出し、それを取り除くこ

と」の視点を持てる教員が少数ではあるが出てきた。ただ、

多くの教員は支援計画の合理的配慮の記入欄に本人に身に

つけさせたい力や年間の指導方針を記載している様子が見

受けられている。児童生徒の実態に即した指導と合理的配

慮の概念が混同しているという課題については解決には至

らなかった。また、本研究は、勤務校に3つの仕組みを構築

することを目的としたため、これらが実際に勤務校で運用

されることでどのような変容があったのか、そこまでの知

見を得ることはできなかった。 

（２）特別支援学校としての合理的配慮の捉え方 

本研究は、特別支援学校が学校として合理的配慮を提供

するためには、どのような仕組みが必要であるのかを考え、

それを構築するために試案を作成し、それを検討・改善して

いった。中教審報告（2012)が述べている合理的配慮の定義

は障害のある子どもが、障害のない子どもと共に学ぶ権利

と自由を確保するための環境の変更・調整である。西村

（2014）も「合理的配慮の概念は（中略）教科書を通して一

斉指導が行われる通常の教育の場、障害のある子どもが障

害のない子どもとともに学ぶ場において、限定的に使用さ

れるべき」とも述べている。ただ、特別支援学校という一人

一人の児童生徒の教育的ニーズを把握して教育が行われる

場においても、様々な児童生徒が生活を共にする場である

以上、全ての場面が個々の児童生徒に配慮できるわけでは

なく、どこかしらに活動の妨げになっている要因があるの

ではと考える。本研究では、その部分を合理的配慮を考える

視点として捉え、取り組んできた。文部科学省(2015)では、

学校の公的な教育機関としての責任として「適切な意思の

表明ができるよう、必要な支援を自分で選択し、他者に伝え

る力を身につけるための教育を担う機関」としている。特別

支援学校を卒業後、就労し一般社会で生活する際に合理的

配慮を求める場面があったときには、原則、自ら申し出るこ

とから合理的配慮の検討が始まる。そのために学校は、ま

ず、「本人・保護者は配慮をしてほしい旨を自ら申し出る権

利があること」、「その申し出の内容が全て合理的配慮とし

て提供されるわけではなく、本人・保護者と相手（学校・就

労先等）との対話のもとに合意形成をしていく流れがある

こと」を周知していく必要がある。筆者は、特別支援学校に

おける合理的配慮を、本人に必要な配慮を交流及び共同学

習の場や産業現場等における実習・移行支援の場における

先方との調整だけとは考えていない。特別支援学校におい

ても、校内で本人の学習の妨げになっている要因を見つけ

出してそれを調整していく経験は、児童生徒の実態にもよ

るが、本人・保護者にとってみれば、学校卒業後の一般社会

の場で合理的配慮が必要な場面を具体的に想定でき、配慮

してほしい内容を自らが把握できることに繋がるのではな

いか。また、本人・保護者が合意形成の過程を経験し、合理

的配慮が提供されるまでの手順を知ることは特別支援学校

がするべき責任とも考えられる。3つの試案には様々な改善

点がまだ残されている。ただ、勤務校の教員が合理的配慮の

認識を正しく持ち、学校として本人・保護者と合意形成を進

めていくためには、本研究で構築した校内の仕組みは必要

であり、これらを校内で広めていくことは校内の基礎的環

境整備の促進にも繋がると考えられるため、継続的な取り

組みが今後も必要である。 
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